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     教育委員会定例会（令８年３月）会議録    

１ 日   時 令和８年３月１９日（木）１２：１０～１２：２５ 

２ 場   所 新居浜市庁舎５階 教育長室 

３ 出 席 者 教 育 長 長井 俊朗 

委 員 尾藤 一彦 本田 郁代 滝 恵美 

事務局長 竹林 栄一 

総括次長 安永 亮浩 

課 長 髙橋 憲介 

４ 記録者氏名 社会教育課 大田 理恵子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜議案＞ 

議案第１３号 教育委員会事務局職員の人事異動について 

 

＜その他＞ 

ラーケーション制度の導入について 
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長井教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋学校教育課長 

 

長井教育長 

 

滝委員 

 

 

尾藤委員 

 

 

 

 

長井教育長 

それでは定刻がまいりましたので、ただ今から令和８年第３回新居浜

市教育委員会定例会を開催いたします。 

 

議案審議に入ります。本日の議案は、議案第１３号の人事議案１件で

ございますので、新居浜市教育委員会会議規則第１５条の規定により、

この会の最後に非公開で審議させていただきたいと思いますが、ご異議

ございませんでしょうか。 

 

それでは、その他に移ります。 

 「ラーケーション制度の導入について」３月１１日の定例会において

委員の皆様からいただいたご意見も踏まえ、再度事務局から説明をお願

いいたします。 

 

＜資料に基づき説明＞ 

 

ただ今の説明について、何かご質問やご意見等はございませんか。 

 

保護者の間でもラーケーション制度についての認識が明確になって

いないところがあるので、その点も考慮してほしいと思います。 

 

この事業を今後継続していくのであれば、導入したからそれで終わり、

ということにならないよう、毎年の実績を十分精査して、例えば、取得

率が低いのであれば、どこまでを「学び」とし休暇対象とするのかのハ

ードルを下げるなど、方法を見直しながら進めてほしいと思います。 

 

ありがとうございました。事業の導入にあたっては、その実績や成果

をしっかりと検証し、フィードバックしながら進めていただきたいと思

います。 

 

これより非公開審議に入りますので、関係者以外の方は退席をお願い

します。 

 

新居浜市教育委員会会議規則第１３条の規定により署名する。 

 

 

委員名 

 

委員名 

 

 

 


